
 

意見書案第８号 

 

脱炭素と自然再興に貢献する循環型経済（サーキュラーエコノミー）の 

推進を求める意見書 

 

現在、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させる脱炭素（カーボンニュートラル）

と生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せる自然再興（ネイチャーポジティブ）は、

気候変動問題等に直面する世界全体において、社会を持続可能なものにする上で、重

要な課題となっている。 

また、従来の３Ｒの取り組みに加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを

有効活用しながら、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止等を目指す循環型経済（サ

ーキュラーエコノミー）は、環境への負荷を最小限にとどめ、健全な生態系の維持・

回復に資するなど、脱炭素化や自然再興との親和性が高いため、社会全体での取り組

みが必要である。 

そのため、日常生活を支えている製品の資源循環を推進するなど、ライフスタイル

全体を変革する大きな流れを作り出していかなければならない。 

よって、国会及び政府においては、脱炭素と自然再興に貢献する循環型経済の実現

に向け、下記の事項を実施するよう強く要望する。 

 

記 

 

１ 製品を生み出す「動脈産業」と廃棄物の回収や再利用などを担う「静脈産業」の

連携による資源循環ビジネスモデルの構築を促進すること。 

２ 二次流通製品の安全担保等に関する環境を整備し、製品の適切な長期利用を促進

する中古品取引を育成するとともに、製品の長期利用に資するシェアリング（共有）

やサブスクリプション（期間利用）等のサービスの普及拡大を図ること。 

３ 建設リサイクル法等を通じた建設廃棄物は約９７％が再資源化されているが、高

い再資源化率を維持しつつ、質の向上を図るため、より付加価値の高い再生材への

リサイクルなどを推進すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

 

令和５年（２０２３年）１０月３１日 
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